
別表．学校設置者に求める対応 

安全対策等状況調査項目 
（前頁グラフの項目） 学校設置者に求める対応 

⓪ 
未点検 ・速やかに外観点検を完了すること。 

・ブロック塀等の安全点検や必要な安全対策が完了するまでの間は、  

児童生徒等への注意喚起措置※１を確実に講じること。 

外観点検を未完了の学校 

① 
対策中（2021.4 以降）  ［黄色］ ・速やかに撤去や再整備といった安全対策を完了すること。 

・撤去や再整備が完了するまでの間は、児童生徒等への注意喚起措置

を確実に講じること。 

2021年 4月以降に安全対策を完了予
定の学校 

② 
対策中（2021.3 末まで） ［白色］ 

2021年 3月末までに安全対策を完了
予定の学校 

③ 

点検中（内部点検未完了）[薄青色] ・撤去の予定がないものは内部点検を速やかに完了すること。 

・遅滞なく専門家の指導を受けるなどし、効率的に点検を進めること。 

・内部点検において安全性に問題があると判明した場合は、速やかに 

撤去や再整備といった安全対策を完了すること。 

・内部点検により、安全性に問題がないことが確認されるまでの間は、 

児童生徒等への注意喚起措置を確実に講じること。 

外観点検で安全性に問題があるブロ
ック塀等の無い学校 

④ 

廃校となった学校 ・廃校については、（１）学校施設が引き続き学校設置者の財産である 

場合は、学校設置者において速やかに安全対策を完了等すること、 

（２）学校設置者以外の財産となる場合は、ブロック塀等の安全性の 

状況について学校施設を引き継ぐ者に確実に伝えること。 

・注意喚起措置を確実に講じるとともに、各学校においては、児童生徒等に対して、地震発生時には注意して 

通行する必要があることを指導する等、一層の安全確保の取組を推進すること。  

・学校におけるブロック塀等の安全対策等や注意喚起措置の実施状況に関する情報について、公表に努めること。 

・安全対策を実施した塀についても、引き続き、適切な維持管理の徹底に努めること。 

 
 
 

※１ 注意喚起措置の方法：トラロープやトラテープ、三角コーン、コーンバー、単管バリケード等により立入禁止場所を

区画し、進入できなくする措置や地震災害時におけるブロック塀等の倒壊の危険性を示す表示の設置等。 

※２「廃校となった学校」  ・・ ④ 
はこの中に含む。 

ブロック塀等無し※２ 
31,510 校（61.7%） 

学校数 

51,082 校 

安全確認済 
8,320 校（16.3%） 

撤去済 
6,967 校（13.6%） 

点検中（内部点検未完了） ・・ ③ 
2,019 校（4.0%） 

対策中（2021.3 末まで）  ・・ ② 
852 校（1.7%） 

対策中（2021.4 以降）  ・・・ ① 
1,391 校（2.7%） 

未点検                  ・・・ ⓪ 

23 校（0.05%） 

（別紙より抜粋） 


